
令和２年８月２８ 日 

内閣府（防災担当 ） 

「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害に

ついての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」

について

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、別

紙のとおり、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適用

措置を指定する政令が８月２５日（火）に閣議決定され、本日（８月２８日（金））

公布・施行されましたので、お知らせいたします。 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  中野、佐藤
03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 



別 紙 

「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害に

ついての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政

令」について 

１．激甚災害の指定 

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害 

（※令和２年７月豪雨など梅雨前線等による一連の災害） 

２．適用措置の指定 

【本激】 

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条及び第４条）
公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の

根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。 

（過去５カ年の実績の平均では公共土木施設等は70％→83％に嵩上げ） 

② 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条）
農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業施

設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。 

（過去５カ年の実績の平均では農地は83％→96％に嵩上げ） 

③ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（法第６条）
農業協同組合、漁業協同組合等が所有する倉庫、共同作業場等の共同利用施設の災害復

旧事業について、通常の国庫補助率を嵩上げ。（一般災害 20％ → 最高 90％） 

④ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条）
事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補

率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を行う。 

⑤ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（法第１６条）
公立社会教育施設災害復旧事業に対し２/３の補助。

⑥ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助（法第１７条）
私立学校施設災害復旧事業に対し１/２の補助。

⑦ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例（法第１９条）
市町村の行う感染症予防事業（消毒等）の支弁について、都道府県が全額を負担し、国

がその２/３を負担。 



⑧ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例（法第２０条）
都道府県が被災者に対する福祉資金貸付金の財源について、国の負担割合を３/４に引

き上げ。 

⑨ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（法第２２条）
激甚災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建

設等をするときには、当該公営住宅の建設費等に要する費用の補助の特例を行う。 

⑩ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条）
国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元利

償還金を基準財政需要額に算入する。 

⑪ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例（法第２５条）
災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、 

基本手当の支給をすることができる。 

３．スケジュール 

  ８月２５日（火） 閣議決定 

  ８月２８日（金） 公布・施行 



 

 

令和３年２月２５ 日 

内閣府（防災担当 ） 

 
 
「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 
  

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている中小企業信用保険法の災害関係保証の特例期間を１年間延長する政令

が２月 19日（金）に閣議決定され、本日（２月 25日（木））公布・施行され

ました。 

 

 

 Ⅰ 政令の概要  
 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12条）につ

いて、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き続き見込まれること

から、適用期間を１年間延長し、令和４年２月 28日までとします。 

 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要 
被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。 

 

 

 Ⅱ スケジュール  

２月 19日（金） 閣議決定 

２月 25日（木） 公布・施行 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  中野、佐藤 
03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 
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令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日 

内閣府（防災担当 ） 

 
 
「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 
  

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている雇用保険法の求職者給付の支給に関する特例期間を半年間延長する政

令が４月 27日（火）に閣議決定され、本日（５月６日（木））公布・施行され

ました。 

 

 

 Ⅰ 政令の概要  
 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、雇用保険法による求職者給付の支給に関する

特例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 25条）に

ついて、本特例に基づく雇用保険の基本手当の受給者が未だおられることか

ら、適用期間を半年間延長し、令和３年 11月 14日までとします。 

 

○ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例の概要 

災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職した

ものとみなし、基本手当の支給をします。 
 

 

 Ⅱ スケジュール  

４月 27日（火） 閣議決定 

５月 ６日（木） 公布・施行 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  松井、和嶋 
03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 
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令 和 ４ 年 ２ 月 2 4 日 

内閣府（防災担当） 

 
 

「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 

 
 

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている中小企業信用保険法の災害関係保証の特例期間を１年間延長する政令

が２月 18日（金）に閣議決定され、本日（２月 24日（木））公布・施行され

ました。 

 

 

 Ⅰ 政令の概要  
 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12条）につ

いて、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き続き見込まれること

から、適用期間を１年間延長し、令和５年２月 28日までとします。 

 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要 

被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。 

 

 

 Ⅱ スケジュール  

２月 18日（金） 閣議決定 

２月 24日（木） 公布・施行 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  山﨑、和嶋 

03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 
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令 和 ５ 年 ２ 月 2 7 日 

内閣府（防災担当） 

「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている中小企業信用保険法の災害関係保証の特例期間を１年間延長する政令

が２月 21日（火）に閣議決定され、本日（２月 27日（月））公布・施行され

ました。 

 Ⅰ 政令の概要 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12条）につ

いて、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き続き見込まれること

から、適用期間を１年間延長し、令和６年２月 29日までとします。 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要

被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。 

 Ⅱ スケジュール 

２月 21日（火） 閣議決定 

２月 27日（月） 公布・施行 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  山﨑、和嶋 

03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通）
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文

○
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二
年
五
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
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間
の
豪
雨
に
よ
る
災
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に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
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び
こ
れ
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対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

第
二
条

前
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

第
二
条

前
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
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法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

じ
ん

じ
ん

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
と
す
る
。



 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 2 6 日 

内閣府政策統括官（防災担当）  

 
 
「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 
  

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている中小企業信用保険法の災害関係保証の特例期間を１年間延長する政令

が、２月 20日（火）に閣議決定され、本日（２月 26日（月））公布・施行さ

れました。 

 

 

 Ⅰ 政令の概要  
 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12 条）につ

いて、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き続き見込まれること

から、適用期間を１年間延長し、令和７年２月 28 日までとします。 

 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要 
被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。 

 

 

 Ⅱ スケジュール  

 ２月 20 日（火） 閣議決定 

２月 26 日（月） 公布・施行 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  岡村、梅田 
ＴＥＬ：03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 
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の
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令
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る
日
の
特
例
）

第
二
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甚
災
害
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つ
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法
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法
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の
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令
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日
は
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甚
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害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
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等
に
関
す
る
法

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

じ
ん

じ
ん

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
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以
下
「
令
」
と
い
う
。
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第
二
十
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と
す
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の
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か
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二
十
九
日
と
す
る
。



 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 2 7 日 

内閣府政策統括官（防災担当）  

 
 
「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について

の激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正

する政令」について 
  

令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨による激甚災害に適用し

ている中小企業信用保険法の災害関係保証の特例期間を１年間延長する政令

が、２月 21日（金）に閣議決定され、本日（２月 27日（木））公布・施行さ

れました。 

 

 

 Ⅰ 政令の概要  
 

 令和２年５月 15 日から７月 31 日までの間の豪雨（令和２年７月豪雨を含

む。）による激甚災害における、中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12 条）につ

いて、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き続き見込まれること

から、適用期間を１年間延長し、令和８年２月 28 日までとします。 

 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要 
被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。 

 

 

 Ⅱ スケジュール  

 ２月 21 日（金） 閣議決定 

２月 27 日（木） 公布・施行 

 

本件問合せ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（復旧・復興担当）付  岡村、梅田 
ＴＥＬ：03-5253-2111（代表、内線 51382・51383） 03-3593-2847（直通） 
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適
用
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べ
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に
関
す
る
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特
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援
助
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に
関
す
る
法
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昭
和
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十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
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第
二

じ
ん

条
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一
項
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び
第
二
項
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第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
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激
甚
災
害
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び
こ
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に
対
し
適
用
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き
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の
指
定
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第
一
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次
の
表
の
上
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に
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げ
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に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
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財
政
援
助
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に
関
す
る
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律
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以
下
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法

じ
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」
と
い
う
。
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第
二
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一
項
の
激
甚
災
害
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し
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指
定
し
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当
該
激
甚
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害
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対
し
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用
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べ
き
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同
表
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下
欄
に
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げ
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第
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線
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う
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（
法
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十
二
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第
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項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
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域
等
の
特
例
） 

第
三
条　

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
令
第
二
十
五
条
（
令
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
十
五
条
中
「
第
一
条
第
一
項
第
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三
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で
」
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あ
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第
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条
第
一
項

各
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と
す
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。
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行
す
る
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